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「知的財産推進計画２０２２」等の政府方針等（著作権関係抜粋） 
 
「知的財産推進計画２０２２～意欲ある個人・プレイヤーが社会の知財・無形資産をフル

活用できる経済社会への変革～（２０２２年６月３日知的財産戦略本部）」や「規制改革実

施計画（令和４年６月７日閣議決定）」、「経済財政運営と改革の基本方針２０２２ 新しい

資本主義へ ～課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～（令和４年６月７

日閣議決定）」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 ～人・技術・スタート

アップへの投資の実現～・フォローアップ（令和４年６月７日閣議決定）」の中では、以下

のとおり、著作権関連の課題が示されている。 

 

 

知的財産推進計画２０２２（２０２２年６月３日知的財産戦略本部）抜粋 

Ⅲ．知財戦略の重点８施策 

５．デジタル時代のコンテンツ戦略 

経済社会のあらゆる領域におけるデジタル化の進展は、知財活用の在り方にも大きな影響

を及ぼしている。世界的にもパラダイムシフトが進展し、地理的あるいは時間的制約のない

デジタル空間に様々な活動が移行する流れにある。経済活動についてもリアルからバーチャ

ルへのシフトが進み、デジタルエコノミーの領域が今後の成長の核となると想定される。我

が国においても、これらに対応した社会環境整備をいかに迅速・円滑に進められるかによっ

て、今後の経済発展のスピードが大いに左右されることとなると考えられる。 
 こうした中、デジタル市場・空間における成長発展が特に期待されるものとして、注目さ

れる分野の１つが、メディア・コンテンツの分野である。とりわけ、コンテンツ分野におい

ては、デジタル・ネットワーク化が、コンテンツの創作・流通・消費全般の基本的な構造に

大きな変革をもたらし、さらに、メタバースやブロックチェーン・NFT の活用といった新た

な潮流が、仮想空間上における新たなコンテンツ消費や、デジタル経済圏の構築への動きを

加速させている。 

コンテンツは我が国文化の主要な基盤であり、人々の生活を豊かにするとともに、日本の

ソフトパワーやデジタル経済力の強化等にも決定的な役割を果たすものである。 
デジタル時代においては、ネット上でのインタラクティブな交流が広がり、多様な人々が

自己表現の手段としてコンテンツの創作・発信、消費を行うなど、コミュニケーションツー

ルとしてのコンテンツ活用が一般化している。すなわち、コンテンツは、人々の日常により

深く入り込み、視聴という受動的な活動から創作・改編・発信にまで広がり、人々の生活に

とってますます欠かせないものになっている。あらゆる人々の創造性発揮を促し、それらの

融合を通じた新たな価値創出を拡大させていく上でも、コンテンツの利用と創作の好循環を

活性化させ、加速させるエコシステムの構築が重要となる。 
他方、経済の領域では、近年、コンテンツが、デジタルエコノミーにおける主要な「中間

財」としての価値を併せ持つようになるなど、様々なビジネス領域でコンテンツの重要性が

一層増大している。 
デジタル化の進展は、コンテンツビジネスの潜在的市場の拡大を促し、チャンスをもたら
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すと同時に、市場のボーダレス化等により、これまでになかった厳しい競争環境も生じさせ

ている。コロナ禍における世界的な DXの進展は、そうした傾向にますます拍車をかけるとと

もに、メタバースや NFT（Non-Fungible Token）など、仮想空間上における新たなコンテン

ツ消費等の動きを加速させている。このような状況の下、我が国が世界から愛されるコンテ

ンツを持続的に製作していけるよう、個人による多様な創作活動等の力も取り込みながら、

デジタル時代の変化を的確に捉えたメディア・コンテンツ産業の構造転換を進め、良質なコ

ンテンツ創出のためのエコシステムの構築を図ってくことが必要である。 

なお、デジタル化・ネットワーク化が進展する中、我が国のマンガ・アニメ・映画等のコ

ンテンツの著作権等に対する侵害行為は国境を越えて拡大し、海外の海賊版サイトによる海

賊版被害が深刻化するなどの問題も生じている。 
これらの問題への対応をはじめ、我が国のコンテンツ・クリエーション・エコシステムを

守り、支えるための取組に、継続的に取り組んでいくことが必要である。 

 

 

図 16 デジタル時代の構造変化とコンテンツの創作・流通・利用 

 
（１） Web3.0 時代等を見据えたコンテンツ戦略 

 

（現状と課題） 
＜コロナ禍における変化の進展＞ 
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大から２年余り。コンテンツ分野では、特に、

イベント・エンターテイメントの事業が、長期にわたり事実上の活動停止を余儀なくされた。

現在では、イベント等の制限は相当程度緩和されているものの、なお影響が続いており、今

後の動向についても予断を許さない状況にある。引き続き、イベント・エンターテイメント

分野への力強い支援が求められる。 
一方、この間、人の移動が大きく制限される中、コンテンツ分野においても、様々な変化

が進行した。ライブでの活動の自粛を求められたエンタメ分野では、オンラインに活路を見

出す動きが広がり、オンライン・コンサートや舞台芸術のアーカイブ配信、DJのライブ配信、

個々の芸能人による動画投稿などの取組が進展した。これらのバーチャルライブは、アーカ

イブ配信も含めグローバルに配信され、かつてない視聴数を記録したり、制限緩和後には、
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リアルイベントとも連動して高収益を叩き出したりするなど、新たな成功モデルを生んでい

る。 

また、ゲーム空間が人々の交流の場となり、ユーザーによる様々な仮想イベントが自主的

に開催されたり、企業がゲーム内に自社店舗を出店するなどの展開が見られた。さらに、巣

ごもり需要の中、世界規模のプラットフォーマーによるコンテンツ配信サービスが伸長し、

我が国国内でもそのシェアを拡大している。 
これらの変化は、いずれもデジタル時代の趨勢に沿ったものとして不可逆の流れとなると

もに、コロナ後の世界においても、さらなる変化を呼び起こし、コンテンツの創作・流通・

利用そのものの在り方を大きく変えていくことが予想される。 

 

＜メディア・コンテンツ産業が直面する競争環境と世界市場への展開＞ 
コンテンツの流通経路を見ると、放送、音楽、書籍など特定の分野のコンテンツが特定の

媒体に紐づくのでなく、ネット配信をはじめ多様な媒体の選択が可能となっている。これら

の変化は、ユーザーの利便性を向上させ、コンテンツ市場の拡大をもたらすとともに、市場

のボーダレス化・グローバル化を促し、よいコンテンツは「世界で売れる」チャンスを拡大

させている。 
一方、こうした変化は、海外事業者の日本市場への進出も促すなど、新たな競争環境を生

んでおり、とりわけ、コンテンツの流通段階では、世界規模の配信プラットフォームの支配

力が強まっている。これらのプラットフォーマーは、巨額の資本を武器に、コンテンツやそ

の制作資源を囲い込む動きも見せており、国内の既存メディアとの間では競合関係に立つ一

方、製作者や制作者にとっては、世界市場に直結する販路を開く、豊富な制作資金の提供元

となるなどの面で、パートナーとなり得る存在ともなっている。 
こうした状況を踏まえ、デジタル時代の変化に伴う厳しい競争環境に対応するためにも、

我が国のメディア・コンテンツ産業は、産業構造の転換を含む構造変革を迫られている。配

信ルートが多様化し、メディア間競争が激化し、コンテンツと制作資源の取り合いが進む中

で、我が国の文化に裏付けられた独自のコンテンツを生み出す製作・制作層のグローバルな

競争力・収益力を回復・向上させていくことが中心的な課題となる。 
そのためには、消費者の潜在的嗜好を直に捉え、感動・共感を引き出すという原点への回

帰が重要であり、一部の映像製作で見られるような広告スポンサー等の意向を反映した作品

づくりよりも、世界に通用する普遍的なテーマに即した価値提供を目指す作品づくりが求め

られる。その上で、個々の製作事業者が自ら IP を押さえ、多様な流通経路や IP 活用に対し

てコンテンツを提供していくことにより、収益の多角化を図ることが求められる。このよう

な変革を通じて、配給・配信層と製作・制作層、クリエーター層等の多段階取引構造の圧縮・

柔軟化や人材の流動化等が進んでいくことも想定される。 

以上を踏まえつつ、世界展開を前提としたビジネスモデルへの転換を目指し、「世界で売れ

る」作品づくりに向けた制作システムへの展開や販売・交渉力の強化、これらを支える人材

の育成、環境の整備等を推進する必要がある。 

 

＜個人の創作活動等の促進とクリエーターの裾野拡大＞ 
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個人とコンテンツとのかかわりも変化している。デジタル技術の普及により、例えば、SNS

等におけるコミュニケーションツールとしてのコンテンツの発信が一般化し、アマチュアや

一般の人も生活の一部として気軽にコンテンツ制作・発信を行っている。これらについては、

個人や一定のグループでコンテンツの創作・消費を楽しむ場合がほとんどだが、その活動の

中からプロのクリエーターとしてビジネスに飛び込む者も出現しており、文化・産業の新た

な担い手を育成する役割を果たしている。このようなクリエーターは、個人で企画した作品

を制作・編集ソフト等を駆使して自ら制作し、配信プラットフォームや投稿サイト等を通じ

て発信するなど、既存の仕組みにとらわれない独自の制作・発信手段で活動を行っている場

合が多く、新たなコンテンツ・エコシステムの中でいかにサポートし、活躍の場を広げるこ

とができるかが、重要な課題となる。 

同時に、こうした状況の下、メディア・コンテンツ産業とユーザーとの関係にも変化が生

じている。ネットを通じた相互交流が様々な領域で広がる中、メディア・コンテンツ産業の

ビジネスモデルは、メディアを通じた一方的な作品の供給だけでなく、送り手と受け手の双

方向の対話や、クリエーターとファンコミュニティによる共創を重視し、それらの場を提供

して収益拡大につなげるモデルが出現してきている。 
マスメディア主導の時代からデジタルプラットフォーム主導の時代へと移り、巨大プラッ

トフォーマーが今後も強い支配力を持つことが想定される一方、Web3.0の時代を迎え、こう

したプラットフォームによる支配を離れ、クリエーター主導、プロデューサー主導によるコ

ンテンツ製作が拡大していく可能性も指摘されている。コンテンツ市場においては、メディ

アやプラットフォーマーがマーケティング等により選別した作品を届ける形だけでなく、ク

リエーターやキュレーターとファンコミュニティが直接つながり、そこに付加価値が生まれ

るビジネスが今後より一層発展していくと予想される。クリエーターとユーザーの共感に基

づく多様なコミュニティの生成は、デジタル化による流通コストの低減とも相まって、ニッ

チな作品を含め、多様なニーズに応じたロングテール領域でのコンテンツにも、採算化を図

れる機会を与えることともなる。多様なニーズに対応した多様な作品供給が、市場規模を拡

大させ、メディア・コンテンツ産業全体に高成長をもたらすことが期待される。 

同時に、こうした産業構造の基盤となり、主役となるクリエーターの人材育成に当たって

も、ファンコミュニティが重要となる。ファンコミュニティは、創作の担い手の裾野を拡大

し、当該分野を担う才能の発掘・育成を図る場となっており、事業者の側からも、その場の

形成に積極的に乗り出す取組が見られる。 
クリエーション・エコシステムの構築に当たっては、多様な創作活動等を通じ質の高いコ

ンテンツを生み出す人材が継続的に生まれ、育つ環境を整備することが欠かせない。これら

も踏まえつつ、個人による多様な創作活動の促進と、クリエーターの裾野拡大を図るよう、

UGC のマネタイズを可能とする仕組みの積極的導入や、ファンコミュニティの活性化、クリ

エーターの育成・支援を促す取組を推進することが求められる。 
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図 17 コンテンツ・クリエーション・エコシステムの活性化（イメージ） 

 
＜仮想空間上における新たなコンテンツ消費等への対応＞ 
さらに、Web3.0の時代を迎え、メタバースや NFTの活用が、コンテンツの創作・流通・利

用の新たな可能性を広げている。メタバース、NFT 等の発展は、これまでにないコンテンツ

の楽しみ方をユーザーに提供し、その消費経済圏にユーザーを取り込むとともに、既存のプ

ラットフォームに依存しない新しい形のコンテンツ流通も可能とするなど、コンテンツビジ

ネスにゲームチェンジの機会をもたらし得るとの指摘もある。 

アバターで体験するインターネット上の仮想空間サービスであるメタバースは、その空間

そのものがコンテンツにより構成され、人々の様々な活動領域を取り込んで拡大している。

例えば、ゲームやキャラクタビジネス等の分野でも、メタバースを取り入れたプラットフォ

ームを設け、クリエーターとユーザー又はユーザー同士の交流、共創を促す新たなサービス

を提供する等の動きが広がっている。コロナ禍を受け、アバターで参加するライブイベント

も数多く展開され、メタバース上でのイベントは既に定着段階に入っている。これらのプラ

ットフォームの中には、ユーザーが、様々なコンテンツやアイテムを購入したり、自ら創作

したりするだけでなく、それらを他のユーザーに売却することを可能としているものがあり、

プラットフォーム内における様々なサービス等の取引と併せて、独自の経済圏を形成しつつ

ある。 
メタバースの世界において、人々は、リアルの世界での制約を超えて自己実現を図ること

が可能となる。アバターを通じてなりたい自分になり、夢をかなえるため、現実空間で行わ

れてきた様々な財の消費もメタバース空間へ転移し、新たなコンテンツ消費やそのための取

引を拡大させていくことが想定される。アバターの衣装をはじめとした仮想オブジェクトに

ついては、物理的制約等を受けることなくきわめて自由度の高いデザインが可能となり、様々
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な分野のデザイナーがコンテンツクリエーターとなって融合し、新たな価値創造を生む動き

が活発となることも予想される。さらに、国境のないメタバース空間では、異文化の融合も

加速し、そこで生まれた新しい文化の潮流が、現実世界にもフィードバックされ、リアル領

域における文化や経済の発展にもつながることが考えられる。 
一方、メタバースの発展は、仮想空間上で「保有」されるデジタルオブジェクトやその取

引行為、その他アバターを介して行う様々な行為等について、それらの法的位置付けや、そ

の場を提供する事業者の法的責任など、メタバース空間内外での権利関係等をめぐり、新た

な課題を生じさせるところともなっている。例えば、アバターの肖像権・パブリシティ権や

デジタルオブジェクトのデザインの保護、あるいは、これらによる他者の知財権の侵害など、

いくつかの課題については、既に議論等があり、関連プラットフォームの利用規約による対

応や、民間事業者等の団体によるガイドライン策定などの取組も見られる。 
Web3.0の中核技術とされるブロックチェーンは、ユーザー間のピア・ツー・ピアの取引を

行えるようにしており、ブロックチェーンを活用した取引は、耐改ざん性が高く、取引履歴

の追跡も容易となって、取引の真正性を証明できるようになる。さらに、その技術は、二次

流通時における、オリジナルの権利者への一定の対価還元（ロイヤリティの支払い）も可能

としている。 
コンテンツ分野では、特に、ブロックチェーン上で発行される唯一無二のデジタルトーク

ン（証票）である NFTを用いて、希少性のあるデジタルコンテンツやこれを付した商品を売

り出し、二次流通（転売）も可能として、高付加価値化を図る等のビジネスモデルが生まれ

ており、これらがメタバースの経済圏とも結び付いて、さらに発展する動きを見せている。

NFTの登場は、従来、特定のプラットフォームに依存していたデジタルアイテムの保有・使

用を、複数のプラットフォームにわたり横断的に行えるようにする可能性も広げている。 

なお、NFTの技術は、NFTに紐づけられたコンテンツがそもそも正規品であるか等を保証

するものでなく、そのマーケットに、権利者の許諾を得ていない非正規品が多く流通する等

の問題も生じていることに、留意が必要である。 

以上のように、メタバース、NFT等の発展は、新たなコンテンツビジネスの創出を促進し

ている。メディア・コンテンツ産業をめぐる厳しい競争環境にあっては、DX等による生産性

向上とともに、コンテンツの高付加価値化やマネタイズ手法の多角化等による収益力強化が

不可欠となるところであり、メタバースや NFTの活用は、そのための有効な方策となり得る。 

さらに、新たな経済圏に顧客を引き込む上では、特に、コンテンツが有効な武器となると

の指摘もある。アニメ・マンガ・ゲームやそれらを彩るキャラクターなど、過去作品も含め

強いコンテンツ（IP）を持つ我が国は、こうしたビジネスで優位な位置に立ち得る潜在力を

有しているとも言われる。世界規模の巨大プラットフォーマーによる支配力が強まる中、我

が国のメディア・コンテンツ産業にとっては、こうした潮流が、巻き返しのチャンスともな

り得ると期待される。 

加えて、メタバース、NFT 等は、ファンコミュニティとの親和性も高く、それらの活用に

より、クリエーターとユーザーが直につながるチャネルがさらに強化され、クリエーターや

キュレーター主導によるコンテンツ・エコシステムの活性化が、より一層促進されることも

期待できる。 

以上を踏まえ、権利者への適切な対価還元やユーザーの保護等に留意しながら、Web3.0時

代の新たなビジネス等の展開とコンテンツ・エコシステムの発展を後押ししていく必要があ
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る。 

なお、メタバース、NFT 等については、未だ発展途上の段階にあり、進歩のスピードも急

速であって、その将来的な動向については予測困難な面も多い。これらをめぐる法的課題等

については、その取扱いが不明瞭なままでは、ビジネス上のリスクともなり、多くの事業者

等が参入する上での阻害要因となることが懸念される。一方、この分野では、想定を超えた

展開や、予想もしなかった課題が今後生じる可能性も強く、この分野に対し法的枠組み等を

直ちに設けることは、新たなビジネスの可能性を阻害する結果となるおそれもあるとして、

慎重な姿勢を求める声も聞かれる。こうした課題に対しては、民間事業者等によるソフトロ

ーでの対応によって解決が図られているところも大きく、政府においては、これらの状況を

踏まえつつ、民間事業者等と密接に連携しながら、実情に即した課題把握や論点整理を行い、

必要な対応の検討等を進めていくことが求められる。その際、国境のない仮想空間での課題

として、民間主導の国際的なルール形成が必要とされていくことを強く意識し、その議論を

主導するような国際的な働きかけにつなげていくことを目指すべきである。 

 

（施策の方向性） 
・ コンテンツ等をめぐりメタバース等がもたらす新たな法的課題等に対応するよう、有

識者等による検討の場を設置し、課題把握や論点整理を行うとともに、関係省庁・民間

事業者が一体となって、ソフトローによる対応も含め、必要なルール整備について検討

する。 
（短期、中期）（内閣府、経済産業省、文部科学省、関係省庁） 

・ コンテンツ分野における NFTの活用について、コンテンツホルダーの権利保護や利用

者保護等の課題に対応するよう、官民一体となって必要な施策を検討する。 

（短期、中期）（経済産業省、文部科学省、内閣府） 
・ ソーシャルメディアの普及等により、全ての国民が日常的に著作権に関わる状況が生

じていることから、SNS 等の利用頻度が高い若年層に対する意識啓発・教育に取り組む

とともに、著作権に関する普及啓発・教育の更なる充実に向け、適切な利用の事例集の

作成や、著作権に関する研修の機会の充実、幅広い年代に対する日常的な著作物等の利

活用場面での普及啓発などについて検討する。 

（短期、中期）（文部科学省） 
・ 著作物の利用に係る契約をサポートするため、契約書の標準的ひな形の提供を行う「著

作権契約書作成支援システム」の供用等を通じて、著作権に必ずしも精通していないフ

リーランスのクリエーター等を支援する。 
（短期、中期）（文部科学省） 

・ 我が国文化芸術の魅力を世界に発信・展開することを目的に、グローバルにトップレ

ベルの人材育成をするため、人材発掘から海外におけるプロモーションまでを支援する

仕組みづくりを日本文化に理解のある国内外の人材・組織との連携・活用を図りつつ進

める。また、活字や音楽等、文化関連ビジネスのグローバルな展開を担い手や事業者等

と連携しつつ進める。さらに、デジタル化に伴う流通チャンネルの多様化により、コン

テンツの海外発信の環境の整備が進み、海外コンテンツ市場への参入チャンスが到来し

ていることから、世界知的所有権機関（WIPO）への拠出金事業によるアジア太平洋地域

の著作権の集中管理団体の機能強化等を通じた海外での著作物利用からの収益向上の支
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援のほか、著作物の海外展開に向けた関係団体との連携等、更なる支援策について検討

する。 

（短期、中期）（文部科学省） 
 

（２）デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革  

 
（現状と課題） 
（１）に見たデジタル時代の環境変化は、人々の多様な創作活動等を喚起し、個人の創造

性発揮を促すともに、メディア・コンテンツ産業に新たな市場創出の機会を与えるなど、産

業発展のチャンスとなっている。また、クリエーターのイニシアチブの下で、多様なユーザ

ーとのつながりを通じた相互利益を拡大する契機ともなっている。 
 例えば、個人の生活においては、ネットを通じたコミュニケーション等の一環として、他

者のコンテンツを用いた二次創作等がより広く行われるようになっている。今後さらに、メ

タバース空間上では、ユーザーが開催するイベント等に、様々なコンテンツがより多くアッ

プロードされるようになるとともに、コンテンツが紐付けられた NFT の取引やピア・ツー・

ピアの取引等が一層普及していくことも想定されるが、これらの活動には、相応の権利処理

の対応が必要となるであろう。 

また、コンテンツビジネスにおいても、デジタル化の進展に伴い、多様なルートを通じた

コンテンツの配信や、１つのコンテンツ（IP）の分野を跨いだ展開、分野を超えたコンテン

ツの融合など多面的なコンテンツ利用が拡大している。多数の権利者がかかわる著作物等の

二次利用や派生コンテンツの制作等を、より一層多角的に行っていくことも考えられ、その

ための権利処理にかかるコストは大きくなることが考えられる。 

加えて、Web3.0の時代において、クリエーター主導、プロデューサー主導によるコンテン

ツ製作が拡大していくことも想定される。多様な制作事業者やクリエーター集団が、質の高

い作品を送り出し、コンテンツ産業が発展していくために、膨大かつ多種多様な著作権の権

利処理について、中小事業者や個人クリエーターでも円滑に対応できることが望ましい。 

こうした状況を踏まえつつ、デジタル化がもたらす社会経済的好機を最大限に生かすため

には、著作権権利処理に係る手続コスト・時間コストの低減を図ることにより、個人による

コンテンツの創作・利用を安心して行えるようにするとともに、デジタル時代に対応したコ

ンテンツ産業の成長加速を促し、クリエーターへの対価還元を拡大していくことが必要であ

る。 
著作権等の権利処理については、知的財産推進計画 2021を受け、簡素で一元的な権利処理

方策の検討が、文化審議会において進められている。ここでは、著作物等の種類や分野を横

断する一元的な窓口を創設し、分野横断的な権利情報データベース等を活用した著作権者等

の探索等を行うこと、著作権者等が不明の場合や権利処理に必要な意思表示がなされておら

ず、著作権者等に連絡が取れない場合等について新しい権利処理の仕組みを創設することに

より、権利処理を迅速、円滑に進めることが提案されており、制度改革を含めて速やかに具

体化を図ることが求められる。 

さらに、デジタル時代のスピードの要請に鑑みれば、著作権権利処理についても、その手
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続を、可能な限りデジタルで完結できるようにしていくことを目指すべきである 1。 

これらにより、手続コスト・時間コストを大幅に縮減し、コンテンツの「創作」と「利用」

の循環による価値増殖を格段に加速させていくことが期待される。文化資源の豊かな我が国

において、多様な個人・プレイヤーがそれらの資源を最大限に活用できるようにし、様々な

アイデアの融合やコンテンツの共創を促していくためにも、デジタル時代にふさわしい権利

処理の仕組みの構築は、必須の課題である。 
以上を踏まえ、デジタル時代のスピードに対応し、コンテンツの「創作」と「利用」の循

環を加速させるよう、著作権制度・施策について、法制度面・運用面から必要な改革を進め

る必要がある。 

 

図 18: 分野を横断する一元的な窓口組織を活用した権利処理・データベースイメージ 

（施策の方向性） 

・ デジタル時代における著作権制度の確立に向けた工程表を作成する。 
（短期、中期）（内閣府、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省） 

・ 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去

コンテンツ、UGC、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していない

ものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々

な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。

その際、内閣府、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代の

 
1 2021 年 12 月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、デジタル社会の実現

に向けた構造改革のための５つの原則の１つとして「デジタル完結・自動化原則」が掲げられている。 
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スピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる

拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処

理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構築の検討、③集中管理の促進、

④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善（手続の迅速化・簡素化）、⑤UGC

等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、2023年通常

国会に著作権法の改正法案を提出し、所要の措置を講ずる。 

（短期、中期）（文部科学省、内閣府、経済産業省、総務省、デジタル庁） 

・ 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、内閣府、経済産業省、総務省、

デジタル庁の協力を得て、持続的に存続するためのビジネスモデルを検討した上で、ニ

ーズのある全ての分野のデータベースとの接続を行うことに加え、ネットクリエーター

やネット配信のみのコンテンツ、集中管理されていない著作物等の既存のデータベース

に登録されていないコンテンツの登録が円滑に行われるものにしつつ、ニーズのあるあ

らゆる分野の著作物等を対象として、権利情報の確認や利用許諾に係る意思表示（利用

方法の提示を含む）ができる機能の確立方策について検討し、2022年内に結論を得る。

その際、関係府省庁は、府省庁横断的な検討体制の下、各分野のデータベースとの連携

に加え、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベースとの連携についても検討

する。さらに、既存のデータベースの充実、権利者情報の統一やフォーマットの標準化、

データベースの紐付けに必要なIDやコードに関するルール等を検討し、2023年内に結論

を得る。 

（短期、中期）（文部科学省、経済産業省、内閣府、総務省、デジタル庁） 

・ 分野を横断する一元的な窓口組織又は特定の管理事業者による新しい権利処理の具体

的な仕組みを、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、検討し、2022年内に結論

を得る。その際、著作権者等による①利用許諾の可否とその条件、②オプトアウトなど

の意思表示、③利用・対価還元状況の把握及び④個々の許諾手続、並びに⑤データベー

スに権利情報がなく、集中管理がされておらず、窓口組織による探索等においても著作

権者等が不明の場合、意思表示がされておらず、連絡が取れない場合、又は連絡を試み

ても返答がない場合等における著作者不明等の著作物等に係る拡大集中許諾や裁定制度

を含めて検討する。 

（短期、中期）（文部科学省） 

・ クリエーターに適切に対価が還元され、コンテンツの再生産につながるよう、デジタ

ル時代に対応した新たな対価還元策やクリエーターの支援・育成策等について、コンテ

ンツ配信プラットフォームや投稿サイト等における著作物等の利用状況や権利者の利益

保護に関する実態把握も踏まえ、検討を進める。私的録音録画補償金制度については、

新たな対価還元策が実現されるまでの過渡的な措置として、私的録音録画の実態等に応

じた具体的な対象機器等の特定について、関係省庁による検討の結論を踏まえ、可能な

限り早期に必要な措置を構ずる。 

（短期、中期）（文部科学省、内閣府、総務省、経済産業省） 

 

（３）デジタルアーカイブ社会の実現 

 
（現状と課題） 
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デジタルアーカイブは、社会が持つ知や文化的・歴史的資源等の記録を未来へ伝えるとと

もに、イノベーションの源泉ともいうべきデータやコンテンツの共有基盤となり、社会のあ

らゆる面における知的活動を支える役割を果たしている。デジタルアーカイブの「構築・共

有」と「活用」の推進は、知の創出や文化の保存・継承・発展だけでなく、コンテンツの二

次利用や国内外への情報発信を促進していく上でも重要な取組である。こうした観点から、

デジタルアーカイブ政策を、デジタル時代のコンテンツ戦略における重要な柱の１つと位置

付け、各種関連施策との連携を図りながら、これを推進していく必要がある。 

デジタルアーカイブによって、日々生み出されるさまざまなデータやコンテンツが共有さ

れ、誰でも簡単にアクセスでき、さらに日常的に利活用できるよう二次利用条件が整備され

ることで、誰もが新しいコンテンツを創造できる社会を実現していくことが、「デジタルアー

カイブ社会」の目標である。 

今般の新型コロナの影響により、様々なデジタルアーカイブ資源の潜在需要が顕在化した

一方、教育や公的サービスの最前線では十分にデジタル技術を活用できていないなどの課題

も浮き彫りになった。それらの課題も踏まえつつ、2021年の著作権法一部改正法では、国立

国会図書館による絶版等資料のインターネット送信に係る権利制限規定が盛り込まれ、図書

館が保有するデジタルアーカイブ利活用をより一層促進するための環境整備が図られている。

また、2022年の通常国会で成立した博物館法の一部改正法では、博物館資料のデジタルアー

カイブ化に係る事業が、博物館の事業として、法律上も明確に位置付けられた。 

 これらの動きも踏まえつつ、多様なデジタルコンテンツが、教育、学術・研究、観光、地

域活性化、防災、ヘルスケア、ビジネスなど様々な分野で、より一層利活用されることが期

待される。 

日本におけるデジタルアーカイブ利活用の分野横断プラットフォームとして、多様なコン

テンツのメタデータをまとめて検索・閲覧・活用できる機能を提供する「ジャパンサーチ」

は、2020年に正式版が公表された。デジタルアーカイブに関する実務者検討委員会では、ジ

ャパンサーチが様々な分野におけるデジタルアーカイブ活動の核となり、デジタルコンテン

ツの拡充と利活用をより一層推進していくよう、2021年9月に「ジャパンサーチ戦略方針2021

－2025」を、2022年４月には、これに基づく「ジャパンサーチ・アクションプラン 2021-2025」

を策定している。 

これらの戦略・プランを踏まえつつ、デジタルアーカイブが日常に溶け込んだ豊かな創造

的社会を実現するよう、各分野におけるデジタルコンテンツの更なる充実を図るとともに、

アーカイブのオープン化・利活用促進、人材育成・意識啓発、アーカイブ機関への支援等の

取組を、さらに推進していく必要がある。 

なお、著作権制度との関連では、2021 年 12 月に公表された文化審議会著作権分科会「中

間まとめ」において、新たに実現を目指す簡素で一元的な権利処理の仕組みの想定される利

用場面の１つとして、過去の放送番組や舞台公演等のデジタルアーカイブ・配信が示された。

一方、同「中間まとめ」では、著作権者等の探索を行うための分野横断権利情報データベー

スの構築に当たり、ジャパンサーチとの連携も考えられるとされており、デジタルアーカイ

ブの利活用をより一層促進する等の観点から、分野横断権利情報データベースとジャパンサ

ーチ、デジタルアーカイブとの連携について、必要な検討を進めていく必要がある。 
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（施策の方向性） 

・  図書館関係の権利制限規定の見直しに関する 2021年改正著作権法の公布後２年以内

の施行を踏まえ、詳細な運用に関する当事者間協議やガイドラインの作成など、円滑な

施行に向けた準備を着実に進める。また、研究目的の権利制限規定の創設については、

国内の研究者における著作物の利用実態や利用ニーズなどに関する調査研究の結果も踏

まえ、権利者の利益保護に十分に配慮しつつ、必要な検討を進める。 

（短期、中期）（文部科学省、国立国会図書館） 

 

（４）海賊版・模倣品対策の強化 

 
（現状と課題） 
 新型コロナの感染拡大が長期化し、人々が屋内で過ごす時間が増える中、海賊版サイトへ

のアクセス数が大きく増加している。特に近年では、マンガを中心に、海外に拠点を置くと

みられる巨大海賊版サイトによる被害が深刻化しており、その被害規模は、かつて問題とな

った「漫画村」の最盛期を超えると指摘される。 
 海賊版に対し適切な対策をとることは、クリエーターをはじめとしたコンテンツ産業従事

者がユーザーによる正規版消費を通じて対価を得ることを可能にするなど、コンテンツ・エ

コシステムの構築のための重要な一要素を構成する。コロナ禍による巣ごもり需要もあり、

電子書籍や動画配信サービスの利用が伸びるなど、コンテンツ分野における DXは加速してい

るが、これらの恩恵をクリエーターやコンテンツ事業者が最大現に享受するためにも、海賊

版対策については、政府の重要な課題として取り組む必要がある。 

 政府においては、海賊版対策に一体的に取り組むため、「インターネット上の海賊版に対

する総合的な対策メニュー及び工程表」（2019 年 10 月策定・2021 年４月更新）をとりまと

め、その効果等を検証しつつ、各般の取組を推進している。 

主な取組として、2020年の著作権法改正によるリーチサイト対策及び侵害コンテンツのダ

ウンロードの違法化は、それぞれ 2020 年 10 月及び 2021 年 1 月から施行されており、大規

模なリーチサイトやダウンロード型海賊版サイトが閉鎖されたほか、悪質なリーチサイトの

検挙にもつながるなど、アクセス抑止に一定の効果を上げている。 

また、発信者情報開示については、新たな裁判手続（非訟手続）を創設するプロバイダ責

任制限法の一部改正法が 2021 年に成立しており、本年秋までに施行されることとなってい

る。これにより、とりわけ海外企業に対する発信者情報開示の申立て手続が簡易化され、よ

り迅速な開示が可能となることが期待される。 

加えて、海外の海賊版サイトによる被害の拡大に対しては、国際連携・国際執行の強化が

より一層重要となる。特に悪質なサイトに対しては、出版社等による海賊版対策チームが、

諸外国の裁判証拠収集手続等を活用した情報収集によりサイト運営者の特定を図り、刑事告

訴等の法的措置を講じるなどの取組を進めており、政府においても、これらの取組への支援

を進めている。こうした取組の結果、一部の大型海賊版サイトを閉鎖に至らせる等の成果も

見られるようになってきている一方、それらの閉鎖後、間もなくして後継サイトが立ち上が

る等の動きも続いている。 
引き続き、海外海賊版サイトの運営者摘発等に向けた取組を推進するとともに、後継サイ
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トへのユーザー流入の防止も含め、更なる対策強化を図っていくことが求められる。対策の

検討に当たっては、それらの実施に要する社会的コスト等の面にも留意し、海賊版サイトの

運営を成り立たせている構造全体を視野に入れながら、より効率的・効果的に海賊版被害を

抑えることのできるアプローチを追求していくことが重要である。 
海賊版・模倣品対策については、これらを踏まえつつ、民間との連携による取組の強化を

図り、関係省庁一体となって対策を進めていく必要がある。 
 

（施策の方向性） 
・ インターネット上の海賊版による被害拡大を防ぐため、2021年４月に更新したインタ

ーネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表に基づき、関係府省が連

携しながら、必要な取組を進めるとともに、被害状況や対策の効果について逐次検証を

行い、更なる取組の推進を図る。 

（短期、中期）（内閣府、警察庁、総務省、法務省、外務省、 

文部科学省、経済産業省） 

・ 二国間協議や国際会議等の場を活用し、海賊版対策の強化に向けた働きかけを行うと

ともに、海外海賊版サイトの運営者摘発等に向け、国際的な捜査協力を推進するほか、

民間事業者との協力の下、デジタルフォレンジック調査の実施等の取組を進めるなど、

国際連携・国際執行の強化を図る。さらに、国境を超えた著作権侵害等に対し国内権利

者が行う権利行使への支援の拡充など、更なる支援策について検討する。 

 （短期、中期）（内閣府、警察庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、経済産業省） 

・ ＣＤＮサービス事業者における海賊版サイトへのサービス提供の停止や、検索サイト

事業者における海賊版に係る検索結果表示の削除又は抑制など、海賊版サイトの運営や

これへのアクセスに利用される各種民間事業者のサービスについて必要な対策措置が講

じられるよう、それらの民間事業者と権利者との協力等を促進する。 

（短期、中期）（内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省） 

・ 海賊版・模倣品を購入しないことはもとより、特に、侵害コンテンツについては、視

聴者は無意識にそれを視聴し侵害者に利益をもたらすことから、侵害コンテンツを含む

海賊版・模倣品を容認しないということが国民の規範意識に根差すよう、関係省庁・関

係機関による啓発活動を推進する。 

  （短期、中期）（警察庁、消費者庁、総務省、財務省、文部科学省、 

農林水産省、経済産業省） 

・ 越境電子商取引の進展に伴う模倣品・海賊版の流入増加へ対応するため、個人使用目

的を仮装して輸入される模倣品・海賊版を引き続き厳正に取り締まる。また、改正商標

法・意匠法・関税法により、海外事業者が郵送等により国内に持ち込む模倣品が税関に

よる取締りの対象となることから、当該改正法の 2022年秋までの施行に向けて、善意の

輸入者に不測の損害を与えることがないよう十分な広報等に努めるとともに、実効性の

ある水際取締りを実施できるよう必要な措置を講じる。他の知的財産権についても、必

要に応じて、検討を行う。 

（短期、中期）（財務省、経済産業省、文部科学省） 
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７．知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化 

（３）知財を創造・活用する人材の育成  

 

（現状と課題） 

 我が国のイノベーションを社会実装していく上で、知的財産に関する知識を持つことは必

要不可欠であり、初等教育から高等教育、社会人教育に至るまで、知的財産を創造し、活用

できる人材を継続的に育成していくことが重要となる。 

知的財産に関する実務能力を体系化した指標として、2007年に経済産業省が策定し、2017

年に特許庁において version2.0として改訂された知財人材スキル標準があり、この知財人材

スキル標準に準拠した国家試験である知的財産管理技能検定が、企業等における知財人材の

育成に活用されている。 

また、大学における知的財産教育においては、文部科学省が知財教育に関連する「教育関

係共同利用拠点」として認定した山口大学より、他大学への知財教育のカリキュラム等の導

入が拡大しつつある。また、大阪工業大学では、知的財産専門職大学院の講座について専門

実践教育訓練給付制度の対象として厚生労働大臣の指定を受けていたり、「知的財産学」の教

育課程を編成する際の参考とすることを目的とした「知的財産学における教育課程編成上の

参照基準」を 2022年 2月に作成して公表するなどの動きも見られる。 

小中高等学校及び高等専門学校においては、「新しい創造をする」こと、及び「創造された

ものを尊重する」ことを楽しく学び育む教育である「知財創造教育」の普及を目的とした「知

財創造教育推進コンソーシアム」において、2021年 3月に、知財創造教育の関係者が取り組

むべき具体的なアクションプランが取りまとめられた。2021年度からは地域主導型の地域コ

ンソーシアムの運用が本格的に開始され、今後は各地域コンソーシアムが主体的な役割を果

たしつつ、知財創造教育の普及・実践が進んでいくことが期待される。 

 
（施策の方向性） 
・ 著作権制度の基礎知識が学べるよう、著作権Ｑ＆Ａ集をリニューアルし、効果的な普

及啓発を行う。 
            （短期、中期）（文部科学省） 
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工程表「知的財産推進計画２０２２」重点事項  
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加え、ＵＧＣに係るプラットフォーマーが管

理するデータベースとの連携についても検討

する。さらに、既存のデータベースの充実、

権利者情報の統一やフォーマットの標準化、

データベースの紐付けに必要なＩＤやコード

に関するルール等を検討し、結論を得る。  
c 文化庁は、分野を横断する一元的な窓口組

織又は特定の管理事業者による新しい権利処

理の具体的な仕組みを、デジタルで一元的に

完結する手続を目指して検討し、結論を得る。

その際、著作権者等による①利用許諾の可否

とその条件、②オプトアウトなどの意思表示、

③利用・対価還元状況の把握、④個々の許諾

手続、⑤データベースに権利情報がなく、集

中管理がされておらず、窓口組織による探索

等においても著作権者等が不明の場合、意思

表示がされておらず、連絡が取れない場合、

又は連絡を試みても返答がない場合等におけ

る著作者不明等の著作物等に係る拡大集中許

諾や裁定制度を含めて検討する。 
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経済財政運営と改革の基本方針 2022（令和４年６月７日閣議決定） 

第２章 新しい資本主義に向けた改革 

２．社会課題の解決に向けた取組 

（３）多極化・地域活性化の推進 

（多極化された仮想空間へ）  

より分散化され、信頼性を確保したインターネットの推進や、ブロックチェーン 2上での

デジタル資産の普及・拡大など、ユーザーが自らデータの管理や活用を行うことで、新し

い価値を創出する動きが広がっており、こうした分散型のデジタル社会の実現に向けて、

必要な環境整備を図る。  

そのため、トラステッド・ウェブ（Trusted Web）3の実現に向けた機能の詳細化や国際

標準化への取組を進める。また、ブロックチェーン技術を基盤とするＮＦＴ4やＤＡＯ5の

利用等の Web3.06の推進に向けた環境整備の検討を進める。さらに、メタバース 7も含めた

コンテンツの利用拡大に向け、2023 年通常国会での関連法案の提出を図る。Fintechの推

進のため、セキュリティトークン（デジタル証券）での資金調達に関する制度整備、暗号

資産について利用者保護に配慮した審査基準の緩和、決済手段としての経済機能に関する

解釈指針の作成などを行う 8。 

 

（文化芸術・スポーツの振興）  
ソフトパワーを含む我が国が誇る文化芸術資源の持続可能な活用を通じた経済・地域活 

性化を促進するため、統括団体等を通じた文化芸術団体・関係者の活動支援、文化芸術教

育や子供の文化芸術鑑賞・体験機会の確保、クリエーターの創作活動の支援、国立文化施

設や博物館の機能強化や日本博 2.0 等の「ＷＡＢＩ」の取組 9を推進しつつ、インセンティ

ブを付与した寄附を始めとする民間資金や文化ＤＸ10の一層の活用等により、文化財等の

保存と活用の好循環や日本の文化芸術・コンテンツの魅力の国内外への発信、グローバル

展開及び地方展開の着実な支援・収益基盤の強化を推進する。これらを通じ、アート市場

活性化を含め文化芸術の成長産業化 11を図る。これらも含めた次期文化芸術推進基本計画

を本年度内に策定し、政府一体となって推進する。メディア芸術ナショナルセンターに関

する構想に基づき、必要な検討を行う。  
東京オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて創出された多様なレガシーを着実 

に継承・発展させる。スポーツツーリズムの推進を含め、日本らしいスポーツホスピタリ

 
2 分散型台帳とも呼ばれ、特定の帳簿管理者を置かずに、参加者が同じ帳簿を共有しながら資産や権利の移転
などを記録していく情報技術。 
3 特定のサービスに依存せずに、個人・法人によるデータのコントロールを強化する仕組み。やり取りするデ
ータや相手方を検証できる仕組み等の新たな信頼の枠組みをインターネット上に付加するもの 
4 Non-Fungible Token（非代替性トークン）の略称。「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」であり、ブロック
チェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能
をもつもの。 
5 Decentralized Autonomous Organization（分散型自律組織）の略称。中央集権的な存在に支配されることな
く、誰でも参加可能な組織であり、取引が自動的にブロックチェーン上に記録されるため、透明性と公平性に
富んでいるとされる。 
6 次世代インターネットとして注目される概念。巨大なプラットフォーマーの支配を脱し、分散化されて個と
個がつながった世界。電子メールとウェブサイトを中心とした Web1.0、スマートフォンとＳＮＳに特徴付けら
れる Web2.0 に続くもの。 
7 コンピューターやコンピュータネットワークの中に構築された、現実世界とは異なる３次元の仮想空間やそ
のサービス。 
8 ステーブルコインに関する制度整備等の安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を含む。 
9 「「咲き誇れ！日本文化」戦略 ＷＡＢＩ-Worldwide Art Blossom Initiative-」（令和４年５月 12 日日本博総
合推進会議）国際的なアートフェアの誘致、文化財の匠プロジェクトや文化観光拠点等の整備及び日本遺産の
推進、地域の伝統行事等の伝承等。三の丸尚蔵館収蔵品の地方展開も引き続き実施。 
10 デジタル技術を活用した文化芸術活動等の効果的・効率的な推進を指し、著作権制度改革を含む。 
11 映像作品のロケ誘致活動やｅスポーツ（コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技
として捉える 際の名称）等、文化関連産業の振興を含む。 
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ティ 12を取り入れた、スポーツ・健康まちづくりの全国展開の加速化等を通じ、誰もが気

軽 にスポーツに親しみ、その価値を実感できる、活力ある、絆の強い社会を実現する 13。

民間資金やスポーツＤＸ14の一層の活用等により、指導者や活動団体の育成を通じて、ス

ポーツの成長産業化やスポーツの発展を図る。運動部活動の地域移行と持続可能な地域ス

ポーツ環境の一体的な整備に向けた取組を推進する。 
 

 
12 「する・みる・ささえる」スポーツを行う人々が、そこに「あつまる」ことで、これまで以上に「より良く
楽しむ」こと を可能とする取組・行為全般を示す概念。 
13 「第３期スポーツ基本計画」（令和４年３月 25 日文部科学大臣決定）に基づく。 
14 デジタル技術を用いてデータ利活用を拡大し、それに伴う資金循環システムの強化等も含め、スポーツ活動
の変革を推進 することを指す。 
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定） 

Ⅴ．経済社会の多極集中化 

２．一極集中管理の仮想空間から多極化された仮想空間へ 

（３）メタバースも含めたコンテンツの利用拡大 

  デジタル化、ネットワーク化を成長の機会とすべく、メタバースも含めたコンテンツの

利用に関して、膨大で多種多様な著作物の利用許諾について、簡素で一元的な権利処理を

可能とする措置を検討し、来年の通常国会に関連法案の提出を図る。  
コンテンツ産業等の高度化を図る。 

 

 

フォローアップ（令和４年６月７日閣議決定） 

Ⅲ．経済社会の多極集中化 

２．一極集中管理の仮想空間から多極化された仮想空間へ 

（２） メタバースも含めたコンテンツの利用拡大  
新しい資本主義実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を

講ずる。  
・権利者の探索を容易にするために分野横断での権利情報データベースの構築に向けた

具体的な方策について検討し、2022 年内に結論を得る。さらに、海賊版対策について、

「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表」（令和３年４

月更新）に基づき着実に実施する。
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新しい資本主義実行計画工程表 
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フォローアップ工程表 

Ⅲ．経済社会の多極集中化  

 
 

（以 上） 


